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医療行為ワーキンググループについて 
 

 

 

１．目的 

 知的財産戦略会議が策定した知的財産戦略大綱においては、再生医療、遺伝子治

療関連技術の特許法における取扱いを明確化すべく、２００２年度中に法改正及び

審査基準改訂の必要性について検討し、結論をうることとされている。このため、

特許制度の改革が必要な事項について審議を行う産業構造審議会知的財産政策部会

特許制度小委員会の下に医療行為ワーキンググループを設け、集中的に審議を行う。 

 

２．当面の検討事項 

 本ワーキンググループでは以下の事項について審議を行い、その成果を特許制度

小委員会に報告する。 

① 医療行為を特許法の保護対象とすることの是非 

 従来の審査基準では医療行為に関する技術は「産業上利用することができる

発明」に該当しないとして、これに特許権を付与しないこととしている。この

整理を変更して医療行為を特許権付与の対象とすることの是非及び具体的方向

性について検討する。 

② 医師等による行為に対する特許権行使制限の是非 

 仮に医療行為に関する技術に対して特許権を付与する場合に、特許権者は医

療現場で医療行為に従事する医師等に対して特許権を行使しうることを制限す

ることの是非及び具体的方向性について検討する。 

 

３．スケジュール 

１０月１６日（第１回）  医療行為関連技術の特許制度における現状と課題 

１１月１４日（第２回）  検討 

１２月 ５日（第３回）  取りまとめ ※必要に応じて審議期間は延長する。 
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